
大田市告示第１６８号 

  

 大田市国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱（平成２２年大田市告

示第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和６年１１月２９日 

                    大田市長 楫 野 弘 和 

  

第１３条第２項中「被保険者証に当該証明書を添付して医療機関等

に」を「医療機関等において被保険者であることの確認を受ける際に、当

該証明書を」に改める。 

 様式第１号から様式第５号までの規定中「被保険者証」を「被保険者」

に改める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年１２月２日から施行する。 


